
 

 

 

 

 

 

 

令和５年１１月定例月議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 月 補 正 予 算 参 考 資 料 

（第５号） 



 

目   次 

 

 

令和５年度１１月補正予算（第５号） 

１．一般会計 

【民生費】 

・住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金給付事業費・事務費 

（電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業費・事務費）・・・・・３ 

 



 

 

 

 

 

１．目的 

  電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住

民税非課税世帯に対して、１世帯当たり７万円の現金を給付する。 

 

２．内容 

  国が指定する基準日において、令和５年度分の住民税が非課税である世帯に対して、１

世帯当たり７万円の現金を給付する。 

   

 〇事業費      ２，３１０，０００ 千円                    

      ３３，０００世帯  ×  ７０，０００円 ＝  ２，３１０，０００千円 

 

〇事務費         ７５，１００ 千円  

   

◇スケジュール 

（１）令和５年７月から９月に実施した臨時特別給付金（３万円給付）を受給した世帯

には、指定口座に７万円をプッシュ型で振り込む。（振込日は令和６年１月中旬か

ら下旬を想定） 

（２）その他の住民税非課税世帯には、対象者に確認書を送付し、返送された確認書の

審査後、順次指定口座に振り込む。（確認書の送付は令和５年１２月中旬から令和６

年１月上旬、振込日は１月下旬から２月上旬を想定） 

 

  ＜確認事項＞ 

（１）基準日現在、住民登録がある世帯で、世帯員全員が令和５年度分の住民税が非課

税であること 

（２）住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯でないこと 

（３）給付金の受領の意思 

    

３．補正予算額   

２，３８５，１００千円    

（財源内訳）国庫支出金(10/10) ２，３８５，１００千円 

 

内訳 

事業費  ２，３１０，０００千円  

(財源内訳）国庫支出金(10/10)２，３１０，０００千円 

事務費      ７５，１００千円 

（財源内訳）国庫支出金(10/10)      ７５，１００千円 

 

          
    住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金給付事業費・事務費 

（電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業費・事務費） 

令和 5 年 11 月定例月議会 
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